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日本学生支援機構奨学金適格認定基準の厳格化について(通知) 

 

 

この度、日本学生支援機構より、適格認定が実効性を持つものとして機能するために、「適

格基準の細目」内容をより明確化し、厳格に認定を行っていく旨の通知がございました。 

適格認定は、毎年奨学金の継続の際に行っているもので、成績や家計状況をもとに、奨学

生としての資格の有無を確認し、継続の可否を認定するものです。資格を有しないと判断

された者については、奨学生の資格を廃止し、奨学金の貸与を終了します。 

今年度より、日本学生支援機構適格認定基準がより厳格化されます。(卒業延期決定者に

は、「廃止」が適用される。) 奨学生の皆様には、より一層勉学に励み、資格を失うことの

ないよう努めていただきたく、ご連絡いたします。皆様、日頃より努めていただいている

とは思いますが、基準変更の件、ご承知おき下さいますようお願い致します。 
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